
国の青年リーダー計12名を日本に招へいした。
派遣プログラムでは、日本参加青年は、「生き

がいのある高齢者の生活」をテーマにドイツを
訪問し、ドイツ連邦政府家族・高齢者・女性・
青年省（BMFSFJ）において社会福祉政策につ
いての講義を、ドイツ高齢市民団体全国協議会
（BAGSO）において非営利団体の取りまとめに
ついての講義を受けた後、さまざまな高齢者支
援活動の現場を視察し、そこで活動する青年達
との意見交換を行った。
招へいプログラムでは、外国参加青年は、東

京で「NPOマネジメントフォーラム」に参加し、
別途公募により参加した日本人青年とともに
「NPOにおけるプロジェクト・マネジメント」を
テーマに合宿によるディスカッションを行った。
その後、島根県を訪問し、県の高齢者施策の概
要について説明を受けるとともに、県内の高齢
者支援活動の現場等を視察し、意見交換を行っ
た。また、高齢者関係の活動に携わる青年たちと
「職業としての高齢者の生きがいある暮らしを支
える人材の能力向上」及び「地域における高齢
者の生きがいある暮らしを支える次世代への啓
発」をテーマにセミナーを実施した。

4 生活環境

「生活環境」分野については、高齢社会対策大
綱において、次のような方針を示している。

住宅は生活の基盤となるものであること
から、生涯生活設計に基づいて住宅を選択
することが可能となる条件を整備し、生涯
を通じて安定したゆとりある住生活の確保
を図る。そのため、居住水準の向上を図り、
住宅市場の環境整備等を推進するととも
に、親との同居、隣居等の多様な居住形態

る地域活性化を図っている。
また、地域活性化・雇用促進資金（社会貢献
型事業関連）の活用により、ソーシャルビジネス
事業者の資金調達ニーズに対しては、民間金融
を補完しつつ、日本政策金融公庫を通じてソー
シャルビジネス事業者に対する融資を実施する
ことで資金調達の円滑化に向けた環境整備を進
め、事業活動の促進を行った。
さらに、内閣府NPOホームページにおいて、
全国の特定非営利活動法人に関する基本情報や
NPO関連施策情報が入手できる「NPOポータ
ルサイト」の運用などを行い、市民活動に関する
情報の提供などを行っている（表2－3－17）。
また、国立・国定公園の利用の適正化のため、

自然公園指導員の研修を実施し、利用者指導の
充実を図るとともに、地方環境事務所等におい
てパークボランティアを養成し、その活動に対
する支援を実施した。
そして、多様な個人が能力を発揮しつつ、自
立して共に社会に参加し、支え合う「共生社会」
を築いていくためには、地域住民やNPO等によ
る社会活動の充実が必要不可欠であるという認
識のもと、社会活動の中心的担い手となるリー
ダーを養成する「青年社会活動コアリーダー育
成プログラム」を実施している。
このプログラムは、高齢者関連、障害者関連、
青少年関連のそれぞれの分野において社会活動
にたずさわる日本の青年を海外へ派遣するとと
もに、海外の民間組織で活動する青年リーダー
を日本に招へいして相互に交流することにより、
我が国の社会活動の中核を担う青年リーダーの
育成と各国、各分野の青年リーダー相互のネッ
トワークの形成を目指すものである。
このうち高齢者関連分野については、平成22
年度は、10月に日本青年8名をドイツへ派遣し、
翌23年2月にドイツ、ニュージーランド及び英
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（1）安定したゆとりある住生活の確保
「住生活基本計画（全国計画）」（平成18年9月
閣議決定）に掲げた目標（〔1〕良質な住宅ストッ
クの形成及び将来世代への承継、〔2〕良好な居
住環境の形成、〔3〕多様な居住ニーズが適切に
実現される住宅市場の環境整備、〔4〕住宅の確
保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保）
を達成するため、必要な施策を着実に推進した
（表2－3－18）。
なお、少子・高齢化社会の一層の進展、人口・
世帯数の減少、厳しい雇用・所得環境等の社会
経済情勢の変化や、住生活を支えるサービスに
対するニーズ等を踏まえ、23年3月には、23年
度～32年度を計画年度とする新たな「住生活基
本計画（全国計画）」を閣議決定した。

ア　 良質な住宅の供給促進
（ア） 持家の計画的な取得・改善努力への援助

等の推進
良質な持家の取得・改善を促進するため、勤
労者財産形成住宅貯蓄、独立行政法人住宅金融

への対応を図る。また、高齢期における身
体機能の低下に対応し自立や介護に配慮し
た住宅及び高齢者の入居を拒否しない住宅
の普及促進を図るとともに、福祉施策との
連携により生活支援機能を備えた住宅の供
給を推進する。
高齢者等すべての人が安全・安心に生活

し、社会参加できるよう、自宅から交通機関、
まちなかまでハード・ソフト両面にわたり連
続したバリアフリー環境の整備を推進する。
また、関係機関の効果的な連携の下に、
地域住民の協力を得て、交通事故、犯罪、災
害等から高齢者を守り、特に一人暮らしや
障害を持つ高齢者が安全にかつ安心して生
活できる環境の形成を図る。
さらに、快適な都市環境の形成のために
水と緑の創出等を図るとともに、活力ある
農山漁村の形成のため、高齢化の状況や社
会的・経済的特性に配慮しつつ、生活環境
の整備等を推進する。

表2－3－18 「住生活基本計画（全国計画）」（平成18年9月閣議決定）における高齢社会対策
に関する目標、成果指標及び基本的な施策

目標 基本的な施策
目標の達成状況を示す成果指標

1　 良質な住宅ストックの形
成及び将来世代への承継

［ユニバーサルデザイン化の推進］
・共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベ
ビーカーで通行可能な住宅ストックの比率

【10％（H15）→25％（H27）】

○ 高齢者、障害者をはじめとする多様な者が安全で快適
な住生活を営めるよう、住宅のユニバーサルデザイン
化を促進する。

4　 住宅の確保に特に配慮を
要する者の居住の安定の
確保

［高齢者等への配慮］
・高齢者（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフ
リー化率
一定のバリアフリー化（注1）

【29％（H15）→75％（H27）】
うち、高度のバリアフリー化（注2）

【6.7％（H15）→25％（H27）】
（注1） 一定のバリアフリー化：

2箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当
（注2） 高度のバリアフリー化：

2箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及び車椅子
で通行可能な廊下幅のいずれにも該当

○ 高齢者、障害者、小さな子どものいる世帯、外国人、ホー
ムレス等の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅
ストックの有効活用を図るほか、高齢者等の入居を受
け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報の
提供等を行う。

○ 高齢者、障害者等が、地域において安全・安心で快適
な住生活を営むことができるよう、住宅のバリアフ
リー化や見守り支援等のハード・ソフト両面の取組を
促進するとともに、高齢者、障害者等に配慮した賃貸
住宅の供給や公的賃貸住宅等と福祉施設の一体的整備
を推進する。

※ 「住生活基本計画（全国計画）」（平成18年9月閣議決定）における「住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標」は、上記のほか「2　良好
な居住環境の形成」、「3　国民の多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備」がある。
資料：国土交通省
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貸住宅について高齢者の生活特性に配慮した設
備・仕様の改善を推進するとともに、特に老朽
化した公共賃貸住宅については、居住水準の向
上を図るため、建替え・改善を計画的に推進し
ている。

（エ）住宅市場の環境整備
新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）では、

ストック重視の住宅政策への転換を図ることと
し、2020年までに「中古住宅流通市場・リフォー
ム市場の規模を20兆円まで倍増」させる目標を
定め、既存住宅の有効活用のための施策の充実
を図っている。まず、消費者が安心してリフォー
ムが行えるよう、消費者の相談体制を整備し、リ
フォーム瑕疵保険の創設等を実施した。また、消
費者ニーズに対応した魅力あるリフォーム市場
の整備として、ホームセンター、家電量販店、家
具量販店、百貨店、ドラッグストア等との連携に
よる消費者イベントを実施したほか、建物検査、
住宅履歴情報の蓄積、保険制度への加入を行う
事業に対する補助を実施した。
さらに、住宅エコポイント制度において、エコ

リフォームと併せて行うバリアフリーリフォー
ムについてポイント発行対象とし、住宅の省エ
ネ化と併せて、住宅のバリアフリー化を促進し
ている。

イ　多様な居住形態への対応
（ア）持家における同居等のニーズへの対応
高齢者の多様な居住形態に対応した住宅供給

を促進していく必要があるため、住宅金融支援
機構において、親族居住用住宅を証券化支援事
業の対象とするとともに、親子が債務を継承し
て返済する親子リレー返済（承継償還制度）を
実施している。

支援機構の証券化支援事業及び勤労者財産形成
持家融資を行っている。また、認定長期優良住宅
を新築等した場合の登録免許税・固定資産税・
不動産取得税の特例措置による支援を行った。

（イ）良質な民間賃貸住宅の供給促進
高齢者世帯の増加に対応するため、「高齢者の
居住の安定確保に関する法律」（平成13年法律
第26号。以下「高齢者住まい法」という。）に基
づき、高齢者向けのバリアフリー化された優良
な賃貸住宅の供給の促進を図っている。このた
め、地域優良賃貸住宅制度により、整備費の助
成、地方公共団体による家賃減額に対する支援
を実施している。また、住宅金融支援機構におい
て高齢者世帯向け優良賃貸住宅融資を実施して
いる。

（ウ）公共賃貸住宅の適切な供給
地域における多様な需要に応じた公共賃貸住

宅の供給を促進するため、以下の通り公営住宅、
都市再生機構賃貸住宅、公社賃貸住宅等それぞ
れの目的に応じた住宅の供給に努めている。
公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対

して低廉な家賃の賃貸住宅の供給を行うことを
目的に整備が行われており、平成21年度末のス
トックは約218万戸となっている。
都市再生機構賃貸住宅は、大都市地域等にお

いてファミリー向け賃貸住宅を中心に供給され
ており、平成21年度末の管理戸数は約76万戸と
なっている。
公社賃貸住宅は、地方住宅供給公社により、

地域の賃貸住宅の需要状況に応じ、住宅金融支
援機構融資や地方公共団体融資等の資金を活用
して供給されており、平成21年度末の管理戸数
は約18万戸となっている。
また、既設公営住宅及び既設都市再生機構賃
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る賃貸借関係の構築の支援に取り組んでいる。

（ウ） 高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅
の供給

公営住宅においては、高齢者世帯を優先入居
の対象とする老人世帯向公営住宅を供給してい
る。また、60歳以上の者については単身入居を
認めるとともに、高齢者世帯の入居収入基準を
地方公共団体の裁量で一定額まで引き上げるこ
とを可能にしている。
都市再生機構賃貸住宅においては、高齢者同

居世帯等に対して、新規賃貸住宅募集時の当選
倍率優遇、既存賃貸住宅募集時の優先申込期間
の設定を行うとともに、1階又はエレベーター停
止階への住宅変更を認めるなどの措置を行って
いる（表2－3－19）。

（イ）高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化
民間賃貸住宅においては、家賃滞納等への不
安から高齢者の入居が敬遠される事例が見られ
ることから、高齢者住まい法に基づき、高齢者の
入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧や、高齢
者居住支援センターにおいて、登録された賃貸
住宅（登録住宅）に入居する高齢者世帯の家賃
に係る債務保証を行うことにより、高齢者の居
住の安定確保を図っている。なお、当該家賃債
務保証制度においては、家賃債務に加え、原状
回復や訴訟に要する費用についても保証の対象
にしている。
また、地方公共団体、NPO、社会福祉法人、関
係団体等が連携して、高齢者等に対する居住支
援等を行うあんしん賃貸支援事業により、上記制
度と併せ、高齢者等の入居の円滑化と安心でき

表2－3－19 公営住宅等の高齢者向け住宅建設戸数

年度 老人世帯向
公営住宅建設戸数

地域優良賃貸住宅
（高齢者型）管理開始戸数

都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数 住宅金融支援機構の
割増貸付け戸数賃貸 分譲 計

平成10年度 2,057 305 3,143 571 3,714 34,832
11 2,333 3,974 4,349

（946）
531 4,880 11,831

12 1,476 65 8,265
（2,317）

212 8,477 4,951

13 1,216 5,392 10,344
（4,963）

123 10,467 2,822

14 1,203 4,751 8,959
（4,117）

149 9,108 1,115

15 627 4,204 7,574
（3,524）

45 7,619 558

16 724 4,380 5,510
（3,353）

0 5,510 244

17 1,333 4,363 2,944
（1,662）

0 2,944 60

18 859 3,370 2,957
（1,294）

0 2,957 18

19 507 3,160 1,529
（843）

0 1,529 0

20 303 2,972 1,221
（684）

0 1,221 0

21 537 1,955 1,286
（612）

0 1,286 0

資料：国土交通省
（注1）地域優良賃貸住宅（高齢者型）管理開始戸数は高齢者向け優良賃貸住宅の管理開始戸数を含む。
（注2）都市再生機構賃貸住宅の優遇措置戸数には、障害者及び障害者を含む世帯に対する優遇措置戸数を含む（空家募集分を含む）。
（注3）優遇措置の内容としては、当選率を一般の20倍としている。（平成20年8月までは10倍）
（注4）（　）内は高齢者向け優良賃貸住宅戸数であり内数である。
（注5） 住宅金融支援機構の割増（平成10年に制度改正）貸付け戸数は、マイホーム新築における高齢者同居世帯に対する割増貸付け戸数である。こ

の制度は平成17年度をもって廃止されたが、平成17年度中に申込みを受け付けた貸付け戸数を平成18年度以降に表示した。
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表2－3－20 高齢者が居住する住宅の
設計に係る指針の概要

○　趣旨
・高齢者が居住する住宅において、加齢等に伴って
心身の機能の低下が生じた場合にも、高齢者がそ
のまま住み続けることができるよう、一般的な住
宅の設計上の配慮事項を示すとともに、現に心身
の機能が低下し、又は障害が生じている居住者
（要配慮居住者）が住み続けるために必要とされ
る、当該居住者の状況に応じた個別の住宅の設計
上の配慮事項を示すもの。

○　主な内容
・一般的な住宅の設計上の配慮事項
①住宅の住戸専用部分に関する部屋の配置、段
差、手すり、通路・出入口の幅員、階段、便所、
浴室等
②一戸建て住宅の屋外部分のアプローチ、階段等
③一戸建て住宅以外の住宅の共用部分及び屋外
部分の共用階段、共用廊下、エレベーター、ア
プローチ等

・要配慮居住者のために個別に配慮した住宅の設
計の進め方
①要配慮居住者及び住宅の特性の把握
②住宅の設計方針の検討及び住宅の設計
③設計の反映の確認

資料：国土交通省

住宅金融支援機構においては、高齢者自らが
行う住宅のバリアフリー改修について、高齢者
向け返済特例制度を適用した融資を実施してい
る。また、証券化支援事業の枠組みを活用した
優良住宅取得支援制度により、バリアフリー性
能等に優れた住宅に係る金利引下げを行ってい
る。さらに、住宅融資保険制度を活用し、民間金
融機関が提供する住宅改良等資金に係るリバー
スモーゲージの推進を支援している。
勤労者財産形成住宅貯蓄においては、一定の

バリアフリー改修工事を増改築等の適格払出し
の範囲に加えている。

（イ）公共賃貸住宅
公共賃貸住宅においては、バリアフリー化を
推進するため、原則として、新たに供給するすべ
ての公営住宅、改良住宅（不良住宅密集地区の
改良等による住宅）及び都市再生機構賃貸住宅
について、段差の解消等の高齢化に対応した仕

（エ） 高齢者の高齢期に適した住宅への住み替
え支援

高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い住
宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを
円滑化する高齢者等の住み替え支援制度によ
り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住
み替えを支援している。
また、同制度を活用して住み替え先住宅を取
得する費用について、住宅金融支援機構の証券
化支援事業における民間住宅ローンの買取要件
の緩和を行っている。

（オ） 高齢者向けの先導的な住まいづくり等へ
の支援

高齢者等居住安定化推進事業により、高齢者
向けの生活支援サービス付きの賃貸住宅を整備
する事業や、高齢者等の居住の安定確保に資す
る先導的な事業の提案を公募し、先導性や普及
性等に優れた提案に対して補助を行った。

ウ　 自立や介護に配慮した住宅の整備
（ア） 高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建

設及び改造の促進
加齢等による身体機能の低下や障害が生じた

場合にも、高齢者が安心して住み続けることが
できるよう、「高齢者が居住する住宅の設計に係
る指針」（平成13年国土交通省告示第1301号）
の普及など住宅のバリアフリー化の施策を積極
的に展開している（表2－3－20）。
また、高齢者に配慮した住宅の供給促進を図
るため、高齢者の生活を支援する施設が合築・
併設された高齢者向け優良賃貸住宅の供給を促
進している。
さらに、住宅に係るバリアフリー改修促進税
制や高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制（固
定資産税）による支援を行った。
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が重要である。このため、福祉施策と連携を図り
つつ、高齢者向けの公共賃貸住宅の整備を積極
的に推進している。
前述のバリアフリー化された公営住宅等の供

給とともに、ライフサポートアドバイザーによる
日常の生活相談、安否確認、緊急時における連
絡等の生活支援サービスの提供を併せて行うシ
ルバーハウジング・プロジェクトを実施してい
る（平成21年度末現在、869団地（23,298戸））。
あわせて、民間の土地所有者等が供給する高齢
者向け優良賃貸住宅や高齢者専用賃貸住宅等に
ついても、生活援助員の派遣に対し支援を行っ
ている（図2－3－21）。
また、一定の要件を満たし都道府県知事に届
け出た高齢者専用賃貸住宅を介護保険法の特定
施設として取り扱い、さらに一定の人員基準等
を満たした場合には特定施設入居者生活介護の
指定を受けられることとして、住宅と福祉の施
策の連携を図っている。

様を標準化している。
この際、公営住宅、改良住宅の整備において
は、中層住宅におけるエレベーター設置等の高
齢者向けの設計・設備によって増加する工事費
について助成対象としている。都市再生機構賃
貸住宅についても、中層住宅の供給においては
エレベーター設置を標準としている。

（ウ）住宅と福祉の施策の連携強化
国土交通大臣と厚生労働大臣が共同して策定

した高齢者の居住の安定の確保に関する基本的
な方針に基づき、都道府県において、高齢者の
居住の安定の確保に関する計画を定めることを
支援している。
加齢等による身体機能の低下や障害が生じた

場合でも、可能な限り自立かつ安心して在宅生
活を営めるようにするためには、住宅設備等の
ハード面での配慮に加えて、医療・介護と連携
したソフト面からの生活支援も行っていくこと

図2－3－21 シルバーハウジング・プロジェクトの概念図

資料：国土交通省
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かまでハード・ソフト両面にわたり連続したバ
リアフリー環境の整備を推進する必要がある。
このため、高齢者に配慮したまちづくりを総合
的に推進し、地域全体を面的に整備している。
商店街振興組合等が行う商店街活性化の取組

のうち、商店街の空き店舗を活用して、高齢者交
流拠点としての機能を担うコミュニティ施設を
設置・運営する事業等への支援を行っている。

イ　 公共交通機関のバリアフリー化、歩行空間
の形成、道路交通環境の整備

（ア） バリアフリー法に基づく公共交通機関の
バリアフリー化の推進

公共交通機関のバリアフリー化については、
平成12年11月に施行された「高齢者、身体障害
者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の
促進に関する法律」（平成12年法律第68号）に
基づく取組が行われてきたが、「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成
18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。）
においても、公共交通事業者等に対して、鉄道
駅等の旅客施設の新設、大改良及び車両等の新
規導入に際しての移動等円滑化基準への適合を
義務付けている。既設の旅客施設・車両等につ
いても移動等円滑化基準に適合することに努め
なければならないこととしている。

（イ）ガイドライン等の策定
公共交通機関の旅客施設、車両等について、
バリアフリー化の望ましい内容を示し、交通事
業者等がバリアフリー化を進める際の目安とし
てもらうことにより、利用者にとってより望まし
い公共交通機関のバリアフリー化が進むことが
期待される。旅客施設については、平成13年8
月に策定された「公共交通機関旅客施設の移動
円滑化整備ガイドライン」について、バリアフ

さらに、高齢化が急速に進む中で、高齢の単身
者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医
療と連携して、高齢者を支援するサービスを
提供する住宅を確保することが重要であるとい
う認識の下、バリアフリー構造等を有し、介護・
医療と連携して、高齢者を支援するサービスを
提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録
制度の創設等を行うことを盛り込んだ「高齢者の
居住の安定確保に関する法律等の一部を改正
する法律案」を平成23年2月に国会へ提出した。

（2） ユニバーサルデザインに配慮したまちづく
りの総合的推進
バリアフリー施策を効果的かつ総合的に推進

するため、平成12年3月、閣議口頭了解により「バ
リアフリーに関する関係閣僚会議」が設置され、
16年6月、同会議は政府が一体となってバリア
フリー化に取り組むための指針として「バリア
フリー化推進要綱」を決定した。しかしながら、
障害の有無、年齢、性別等にかかわらず多様な
人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザ
インする考え方であるユニバーサルデザインの
浸透を踏まえ、20年3月、「バリアフリーに関す
る関係閣僚会議」において、同要綱を改定し、バ
リアフリーとともにユニバーサルデザインを併
せて推進することを明確化し、取組方針として
生活者・利用者の視点に立った施策の展開を明
記した「バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進要綱」を決定した。また、同様の趣旨から、
同じく3月、閣議口頭了解の一部改正によって同
会議を改組し、「バリアフリー・ユニバーサルデ
ザインに関する関係閣僚会議」を設置した。

ア　 高齢者に配慮したまちづくりの総合的推進
高齢者等すべての人が安全・安心に生活し、
社会参加できるよう、自宅から交通機関、まちな
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